
7月3日東京の最高裁判所は、旧優生保護法に基づく強制的な不妊手術を受けた被害者に対する国の賠
償責任を認める画期的な判決を下しました。

この裁判を応援するために全国の障がい者や支援者が、東京にある最高裁判所に結集しました。私も
この裁判をずっと注視してきたこともあり、法人の管理者会議には間に合うようにトンボ返りでしたが
きょうされん神奈川支部の一員として最高裁判所に駆け付けました。

久しぶりに東京に出向きましたが非常に熱い日でした。近頃便利になったスマートフォンのアプリを
駆使し、最高裁判所までの交通経路と所要時間を割り出しての参加でした。しかし、降り立った駅から
最高裁判所までの行き方がわからず、政府官邸や議員会館を警護している警察官の方に聞きながら最高
裁判所までの道を急ぎました。裁判開始時間よりかなり早くに着きましたが、最高裁判所を取り囲むよ
うに全国から障がい当事者の方や支援者が集まり、車いすの方をはじめ手話で会話をされている聴覚障
がい者の方や手話通訳と書かれた名札を下げている方等、様々な関係者が集まっていました。神奈川か
らも夢21福祉会や社会福祉法人紡の利用者・職員の方が大勢集まっていました。

今回の最高裁判所の判決は、参加する障がい当事者の方に配慮する特別な措置がとられ、資料を映し
出す大型スクリーンの設置や車いす席の確保。手話通訳者の配置を公費で初めて行う等が実施されまし
た。障がい者の権利条約にうたわれている合理的な配慮を実際に日本の最高裁判所が行ったことは画期
的なことであると私は思います。

また最高裁判所が下した判決も『障がい者などを対象とした不妊手術が「自己の意思に反して身体へ
の侵襲を受けない自由」憲法第13条と「差別的な取り扱いを禁ずる」第14条1項に違反するとし、旧優
生保護法を違憲』と指摘しています。その上で各地の高等裁判所で判断が分かれた除斥期間は認められ
ないとし、国に対して賠償を命じました。

旧厚生省の障害福祉課課長であり後に宮城県知事になった浅野史郎氏は、仙台高裁でおこなわれた
2022年の原告側の弁論において、「強制不妊手術、私も加害者。国が免責されるのは不合理だ」と元知
事の立場で謝罪されたことが毎日新聞に載っていたように記憶しています。仙台高裁では敗訴していま
したが、今回の最高裁の判決によって再戻しをされ、賠償の道が開かれました。国が上告していた4件に
ついては、全て退けられました。

多くの障がい当事者・関係者が「旧優生保護法は違憲である」この法律によって障がい者の差別は助
長されてきたと思っています。最高裁の判決は、人権侵害を受けた被害者にとっては重要な一歩であり、
社会的な差別を払拭し、平等な社会を目指すための大きな前進だと思います。 （海原・記）
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市内17法人の動画上映や製品販売・体験コーナー等

様々な福祉に関するイベントを実施します。

関心がある方は是非参加してみてください。

旧優生保護法に対して画期的な判決が最高裁で下される

勝 訴



ヘルパー募集 あなたの『笑顔の力』を試してみませんか

知的に障害のある方々が生活を楽しむためにサポートをするお仕事です。
移動や外出の同行、身体介護（入浴・更衣・トイレ介助）や生活援助（調理・洗濯・掃除）を
行います。

【給与】時給 1,112円＊8時迄と18時以降＋150円 身体介護＋200円
【時間】8:00～19:00 ＊都合の良い時間に1時間～ＯＫ
【資格】介護職員初任者研修（ヘルパー2級）
【待遇】交通費規程支給・処遇改善手当あり

賛助会にご協力を
お願いします。

社会福祉法人あまねでは、利用者の方のニー
ズに対応し、事業の継続とより良い支援体制
にしていくために、多くの方々に法人を理解
いただき、賛助会員としてサポートをお願い
しています。賛助会費は税額控除に対象にな
ります。☆少しですが仲間の製品もプレゼント☆

きょうされんふきん 
750円(3枚一組)

静岡県牧の原産やぶ北茶 
1,000円(200ｇ)です

ご注文はあまね共同作業所まで
☏046(835）0723

資源回収ご協力
ありがとうございます

5月実施分は14,904kg
奨励金は59,600円でした

次回日程は確認してください

7月の予定

7月 12日（金）資源回収（岩戸・池田）

7月 13日（土）資源回収（舟倉・久比里・若宮台）

少しずつですが、各事業所で少人数でのお出かけや、リズムダンス等が復活してきています。

少しでも楽しめる企画を考え実施していきたいと考えています。

ふきんとお茶販売のお知らせ
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